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平成 30 年 ３ 月 29 日（木曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ３２ 　号）

　　　　規　　　則
○介護保険法等の一部改正に伴う関係規則の整理に関す

　る規則 （長寿社会課）　１

　　　　公安委員会
○銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二

　条の三の診断を行う医師の指定に関する規則の一部を

　改正する規則 ６

　
介 護保険法等の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。

　 　
平 成三十年三月二十九日

 石 川県知事
　 　
谷
　 　
本
　 　
正
　 　
憲
　

石 川県規則第八号

　 　　
介 護保険法等の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則

（ 介護サービス事業者の指定等及び業務管理体制の整備の届出に関する規則の一部改正）

第  一 条
　
介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 等 及 び 業 務 管 理 体 制 の 整 備 の 届 出 に 関 す る 規 則 （平 成 十 一 年 石 川 県 規 則 第 四 十 二

号 ）の一部を次のように改正する。

　

 

　
第 一 条 中 「「 法 」 と い う 。） 」 の 下 に 「、健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 附 則

第 百 三 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 法

（ 以 下 本 則 に お い て 「旧 法 」 と い う 。） 」 を 加 え 、「 。） 及 び 」 を 「。） 、 」 に 改 め 、「 「 省 令 」 と い う 。） 」 の 下 に 「及 び 健

康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 百 三 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 省 令

（ 以下本則において「旧省令」という。）」 を加える。

　

 

　
第 二 条 第 一 項 中 「、第 七 十 九 条 第 一 項 、」 を 「若 し く は 」 に 改 め 、「 若 し く は 第 百 七 条 第 一 項 」 を 削 り 、「 第

九 十 四 条 第 一 項 」 の 下 に 「若 し く は 第 百 七 条 第 一 項 」 を 加 え 、同 条 第 二 項 中 「、第 四 十 六 条 第 一 項 」 を 削 り 、「 同

項 第 三 号 」 を 「旧 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、「 介 護 老 人 保 健 施 設 の 」 の 下 に 「、法 第 百 七 条 第 一 項 の 許

可 を受けた者は当該許可に係る介護医療院の」を加える。

　

 

　
第 二 条 の 二 中 「、第 七 十 九 条 の 二 第 一 項 」 を 削 り 、「 及 び 」 の 下 に 「旧 法 」 を 、「 第 九 十 四 条 の 二 第 一 項 」 の 下 に  

「 及び第百八条第一項」を加える。

　

 

　
第 三 条 の 見 出 し 中 「及 び 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 」 を 「等 」 に 改 め 、同 条 中 「、第 七 十 二 条 第 一 項 た だ し

書 及 び 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る こ れ ら 」 を 「（ 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 、 第

七 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 （第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 、 第 七 十 二 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 及 び

第 百十五条の二の二第一項ただし書」に改める。

　

 

　
第 四 条 中 「、第 八 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 削 り 、「 第 百 十 一 条 並 び に 」 を 「第 百 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、」 

に 改 め 、「 第 百 十 五 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 」 の 下 に 「並 び に 旧 法 第 百 十 一 条 」 を 加 え 、「 、第 百 三 十 三 条 第 一 項 」

を 削 り 、「 第 百 四 十 条 及 び 」 を 「第 百 四 十 条 の 二 の 二 第 一 項 、」 に 改 め 、「 第 百 四 十 条 の 二 十 二 第 一 項 」 の 下 に 「及

び 旧 省 令 第 百 四 十 条 」 を 加 え 、「 、第 百 三 十 三 条 第 二 項 」 を 削 り 、「 第 百 三 十 七 条 第 二 項 」 の 下 に 「、第 百 四 十 条 の

二 の 二 第 二 項 」 を 加 え 、「 、第 百 三 十 三 条 第 三 項 」 を 削 り 、「 第 百 三 十 七 条 第 三 項 」 の 下 に 「、第 百 四 十 条 の 二 の 二

第 三項」を加える。

　 　
第 五条中「及び」の下に「旧法」を加える。

　

 

　
第 六 条 の 見 出 し 中 「介 護 老 人 保 健 施 設 の 」 を 削 り 、同 条 中 「第 九 十 四 条 第 二 項 」 の 下 に 「及 び 第 百 七 条 第 二 項 」

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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を 加える。

　

 

　
第 七 条 の 見 出 し 中 「介 護 老 人 保 健 施 設 の 」 を 削 り 、同 条 中 「第 九 十 五 条 第 二 項 」 を 「第 九 十 五 条 及 び 第 百 九 条 」

に 改める。

　

 

　
第 八 条 の 見 出 し 中 「介 護 老 人 保 健 施 設 の 」 を 削 り 、同 条 中 「第 九 十 八 条 第 一 項 第 四 号 」 の 下 に 「及 び 第 百 十 二 条

第 一項第四号」を加える。

　 　
第 九条中「法」を「旧法」に改める。

　 　
第 十条第一項中「、指定居宅介護支援事業者」を削る。

　 　
別 記様式第一号中
「指定居宅サービス事業者

　 　　　　　　　　　　

指定居宅介護支援事業者
　

指定 （許可 ）申請書

　
を

　 　　　　　　　　　　

介
　

護
　

保
　

険
　

施
　

設

　 　　　　　　　　　
」

　
「指定居宅サービス事業者

　指定 （許可 ）申請書

」
に 改め、「第46条第１項､ 」 及び「､ 第48条第１項第３号 」 を削

　 　

介
　

護
　

保
　

険
　

施
　

設

　

 り 、「第94条第１項 ） 」 を「第94条第１項､ 第107条第１項 ） 」 に改め、「第79条第１項､ 」 を削り、

「

居 宅 介 護 支 援

を施

設

介 護 老 人 福 祉 施 設

介 護 老 人 保 健 施 設

介 護 療 養 型 医 療 施 設

」

「

施

設

介 護 老 人 福 祉 施 設

に 改め、介 護 老 人 保 健 施 設

介 護 医 療 院

」

　

 同 様 式 備 考 ３ 中 「と記載してください 」 の 次 に 「｡ また､ 介護保険法第72条の２第１項に規定する特例による指定

を受ける事業については､ 「実施事業等 」欄に 「共生型 」と記載してください 」 を加える。

　 　
別 記様式第一号の二中

「

介 護 予 防 訪 問 介 護

を

介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

介 護 予 防 訪 問 看 護

介 護 予 防 訪 問

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

介 護 予 防 居 宅 医 療

管 理 指 導

介 護 予 防 通 所 介 護

」

「

介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

に 改め、

介 護 予 防 訪 問 看 護

介 護 予 防 訪 問

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

介 護 予 防 居 宅 療 養

管 理 指 導

」

　

 同 様 式 備 考 ３ 中 「ください 」 の 次 に 「｡ なお､ 今回の申請に伴って､ 介護保険法第115条の２の２第１項に規定す

る特例による指定を受ける事業については､ 「実施事業 」欄に 「共生型 」と記載してください 」 を加える。

　 　
別 記様式第一号の三中

「指定居宅サービス事業者

　

指定 （許可 ）更新申請書

　
を　 　　　　　　　　　　　　

指定居宅介護支援事業者

　

　 　　　　　　　　　　　　

介
　

護
　

保
　

険
　

施
　

設

　

　 　　　　　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業者

　 　　　　　　　　　　　
」
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「指定居宅サービス事業者

　

　 　
介
　

護
　

保
　

険
　

施
　

設

　

指定 （許可 ）更新申請書

　
に 改め、「第79条の２第１項､ 」 を削り、「第107条の２

　 　

指定介護予防サービス事業者

　 　　　　　　　　　　　
」

　

 第１項 」 を 「第108条第１項 」 に 改 め 、「第70条の２第１項 ） 」 の 次 に 「又は旧介護保険法第107条の２第１項 」 を  

加 え、同様式備考を次のように改める。

　　
備考

　　　
１  

　
この申請書には､ 指定 （許可 ）の更新を受けようとする事業又は施設の種類ごとに知事が別に定める書類

を添付してください｡

　　　
２  

　
この様式において 「旧介護保険法 」とは､ 健康保険法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第83号 ）附

則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介

護保険法をいいます｡

　 　別 記様式第二号中
「指定居宅サービス事業者

の指定を不要とする旨の申出書

　
を

　 　　　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業者

　 　　　　　　　　　　　　　
」

　

 「指定居宅サービス事業者等の指定を不要とする旨の申出書 」 に 改 め 、「 （第72条第１項ただし書 」 の 次 に 「､ 第72

条の２第１項ただし書､ 第115条の２の２第１項ただし書 」 を加え、

「

開 設 者

名 称

を

施 設 種 別

所 在 地

管 理 者
氏 名

住 所

申 出 に 係 る 居 宅

サービス又は介護

予防サービスの種類

１
　

訪問看護
　　　　　　　　　

６
　

介護予防訪問看護

２
　

訪問リハビリテーション
　　

７
　

介護予防訪問リハビリテーション

３
　

居宅療養管理指導
　　　　　

８
　

介護予防居宅療養管理指導

４
　

通所リハビリテーション
　　

９
　

介護予防通所リハビリテーション

５
　

短期入所療養介護
　　　　　

10
　

介護予防短期入所療養介護

」

「

開 設 者

　
（ 事 業 所 ）
　

名 称

に 改め、

施 設 種 別

所 在 地

管 理 者
氏 名

住 所

申 出 に 係 る 居 宅

サービス等の種類

１
　

訪問看護
　　　　　　　　　

７
　

介護予防訪問看護

２
　

訪問リハビリテーション
　　

８
　

介護予防訪問リハビリテーション

３
　

居宅療養管理指導
　　　　　

９
　

介護予防居宅療養管理指導

４
　

通所リハビリテーション
　　

10
　

介護予防通所リハビリテーション

５
　

短期入所療養介護
　　　　　

11
　

介護予防短期入所療養介護

６
　

共生型居宅サービス事業者
　

12
　

共生型介護予防サービス事業者

　 　
（
　 　　　

 

　 　　　　　
）
　 　　　
（  

　 　　　　　　　　　　
）

」

　
同 様式備考中「又は介護予防サービス 」 を「等 」 に改める。

　 　
別 記様式第三号中

「指定居宅サービス事業者

に係る変更届出書

　
を
　

　 　　　　　　　　　　

指定居宅介護支援事業者

　 　　　　　　　　　　

介
　

護
　

保
　

険
　

施
　

設

　 　　　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業者

　 　　　　　　　
」

　
「指定居宅サービス事業者

　

　 　

介
　

護
　

保
　

険
　

施
　

設

　

に係る変更届出書

　
に 改め、「第46条第１項､ 」 及び「､ 第48条第１項第３号 」 を

　 　

指定介護予防サービス事業者

　 　　　　　　　　

 」

　

 削 り 、「第94条第１項 ） 」 を 「第94条第１項､ 第107条第１項 ）又は旧介護保険法第48条第１項第３号 」 に 、「同法 」 
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を 「介護保険法 」 に 改 め 、「第82条第１項､ 」 を 削 り 、「第111条 」 を 「第113条第１項 」 に 改 め 、「第115条の５第１

項 ） 」 の次に「又は旧介護保険法第111条 」 を加え、同様式備考に次のように加える。

　　　　
３  

　
この様式において 「旧介護保険法 」とは､ 健康保険法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第83号 ）

附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前

の介護保険法をいいます｡

　 　
別 記様式第四号中

「指定居宅サービス事業

　

再開届出書

　
を

「指定居宅サービス事業

　

再開届出書

　
に　 　　　　　　　　　　

指定居宅介護支援事業

　 　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業

　 　　　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業

　 　　　　　　　　

介 護 老 人 保 健 施 設

　 　　　　　　　　　　

介 護 老 人 保 健 施 設

　 　　　　　
」
　 　

介
　

護
　

医
　

療
　

院

　 　　　　　
」

　

 改 め、「第46条第１項､ 」 を削り、「第94条第１項 」 の次に「（第107条第１項 ） 」 を加え、「第82条第１項､ 」 を削り、

「第99条第１項 」 の次に「､ 第113条第１項 」 を加える。

　 　
別 記様式第四号の二中

「指定居宅サービス事業

　
廃止・休止届出書

　
を
　

　 　　　　　　　　　　　　

指定居宅介護支援事業

　

　 　　　　　　　　　　　　

指定介護予防サービス事業
　

　 　　　　　　　　　　　　

介 護 老 人 保 健 施 設

　 　　　　　　　　
」

　
「指定居宅サービス事業

　

廃止・休止届出書

　
に 改め、「第46条第１項､ 」 を削り、「第94条第１項 」 の次に「（第　 　

指定介護予防サービス事業

　 　

介 護 老 人 保 健 施 設

　 　

介
　

護
　

医
　

療
　

院
　　　　　　　　 　

」

　

107条第１項 ） 」 を加え、「第82条第２項､ 」 を削り、「第99条第２項 」 の次に「､ 第113条第２項 」 を加える。

　

 

　
別 記 様 式 第 五 号 中 「（第113条 ） 」 を 「又は旧介護保険法第113条 」 に 、「同法 」 を 「介護保険法 」 に 、「 （第48条第

１項第３号 ） 」 を「又は旧介護保険法第48条第１項第３号 」 に改め、同様式備考を次のように改める。

　　
備考

　　　
１
　

指定を辞退する日の１月前までに届け出てください｡

　　　
２ 

　
この様式において 「旧介護保険法 」とは､ 健康保険法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第83号 ）附

則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介

護保険法をいいます｡

　 　
別 記様式第六号中「介護老人保健施設開設許可事項変更申請書 」 を

　

 「介護老人保健施設

介 護 医 療 院 　

開設許可事項変更申請書

」
に 、「に規定する介護老人保健施設の 」 を 「（第107条第２項 ）の

規定により 」 に改める。

　

 

　
別 記 様 式 第 七 号 中 「介護老人保健施設管理者承認申請書 」 を
「介護老人保健施設

介 護 医 療 院 　

管理者承認申請書

」
に 、「第

95条第２項に規定する介護老人保健施設の 」 を「第95条 （第109条 ）の規定による 」 に改める。

　

 

　
別 記 様 式 第 八 号 中 「介護老人保健施設広告事項許可申請書 」 を
「介護老人保健施設

介 護 医 療 院 　

広告事項許可申請書

」
に 、

「に規定する介護老人保健施設の 」 を「（第112条第１項第４号 ）の規定による 」 に改める。

　 　
別 記様式第九号中「介護保険法 」 を「旧介護保険法 」 に改め、同様式備考に次のように加える。

　　　　
３ 

　
この様式において 「旧介護保険法 」とは､ 健康保険法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第83号 ）

附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前

の介護保険法をいいます｡

（ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正）

第  二 条
　
障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（ 平成十八年石川県規則第三十四号）

の 一部を次のように改正する。

　 　
第 二条の二の次に次の一条を加える。

　
（ 共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出）

　
第  二 条 の 三
　
法 第 四 十 一 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 申 出 は 、別 記 様 式 第 一 号 の 三 に よ る 申 出 書 を 知 事 に 提

出 してしなければならない。
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別 記様式第一号の二の次に次の一様式を加える。

（ 児童福祉法施行細則の一部改正）

第 三条
　
児 童福祉法施行細則（昭和六十二年石川県規則第二十八号）の一部を次のように改正する。

　 　
第 七条の二の次に次の一条を加える。

　
（ 共生型障害児通所支援事業者の特例に係る別段の申出）

　
第  七 条 の 二 の 二
　
法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 七 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 申 出 は 、別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 の 二 に よ り

行 うものとする。

　

 

　
第 七条の三第一項中「 第二十一条の五の十九第一項」を 「 第二十一条の五の二十第一項」に 改め、同 条第二項中「 第

二 十一条の五の十九第一項及び第二項」を「第二十一条の五の二十第一項及び第二項」に改める。

　

 

　
第 七 条 の 四 中 「第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 五 第 二 項 」 を 「第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 六 第 二 項 」 に 、「 第 二 十 一 条 の 五 の

二 十五第三項」を「第二十一条の五の二十六第三項」に改める。

　

 

　
第 七 条 の 九 中 「第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 四 の 」 を 「第 二 十 一 条 の 五 の 二 十 五 の 」 に 改 め 、同 条 第 三 号 中 「第 二 十 一

条 の五の二十四第一号」を「第二十一条の五の二十五第一号」に改める。

　 　
別 記様式第十四号の二の次に次の一様式を加える。

　別記様式第１号の３（第２条の３関係）

共生型障害福祉サービス事業者の指定を不要とする旨の申出書

 年　　　月　　　日　

　　　石川県知事　　様

 住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 申出者　（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 （名称及び代表者の氏名）　　　　　　　　㊞　

　　 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条の２第１項に規定する特例による指定を

不要とする旨を申し出ます。

事 業 所
名 称 　

所 在 地 　

管 理 者
氏 名 　

住 所 　

申出に係る障害福

祉サービスの種類

１　居宅介護

２　重度訪問介護

３　生活介護

４　短期入所

５　自立訓練（機能訓練）

６　自立訓練（生活訓練） 

　　備考　申出を行う障害福祉サービスについて○印を付してください。
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附
　
則

１
　
こ の規則は、平成三十年四月一日から施行する。

２  

　
第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 等 及 び 業 務 管 理 体 制 の 整 備 の 届 出 に 関 す る 規 則 の 規 定 に

基 づいて調製した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間使用することができる。

　
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 十 二 条 の 三 の 診 断 を 行 う 医 師 の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規則をここに公布する。

　 　
平 成三十年三月二十九日

 石 川 県 公 安 委 員 会
　

石 川県公安委員会規則第三号

　 　　

 銃 砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則の一

　 　　
部 を改正する規則

　
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 十 二 条 の 三 の 診 断 を 行 う 医 師 の 指 定 に 関 す る 規 則 （平 成 二 十 一 年

石 川県公安委員会規則第五号）の一部を次のように改正する。

　
第 一条第一項及び第二項の表中「第五条の二」を「第五条の二第一項」に改める。

　 　　
附
　
則

　
こ の規則は、平成三十年四月一日から施行する。

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　別記様式第14号の２の２（第７条の２の２関係）

共生型障害児通所支援事業者の指定を不要とする旨の申出書

 年　　　月　　　日　

　　　石川県知事　　様

 住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 事業者　（所在地）　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

 （名称及び代表者氏名）　　　　　　　　　　　

 担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 担当者連絡先　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　児童福祉法第21条の５の17第１項ただし書の規定により、同法第21条の５の15第１項の規定による指定を不要

とする旨を申し出ます。

指 定 を 不 要 と す る 事 業 所

名　　　称

施　設　種　別

所　在　地

管 　 　 理 　 　 者

氏　名

住　所
（　　　－　　　　）

申出に係る障害児通所支援の種類
１　児童発達支援

２　放課後等デイサービス

　　備考　申出を行う障害児通所支援について○印を付してください。

公　安　委　員　会


